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メテノロンエナント酸エステル注射液 1 

採取容量の項の次に次を追加する． 2 

不溶性異物〈6.06〉 第1法により試験を行うとき，適合する． 3 

不溶性微粒子〈6.07〉  試験を行うとき，適合する． 4 

無菌〈4.06〉 メンブランフィルター法により試験を行うとき，5 

適合する． 6 

 7 


